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本入札説明書は、福岡市（以下「市」という。）が平成２１年１２月２２日に「民間資金等の

活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（平成１１年７月３０日法律第１１７号。

以下「ＰＦＩ法」という。）第６条の規定に基づき特定事業として選定した福岡市新病院整備等

事業（以下「本事業」という。）を実施する事業者の選定にあたり、その手順等を示したもので

ある。 

なお、福岡市の市立病院事業は、平成 22 年４月１日から地方独立行政法人福岡市立病院機構

（以下、「機構」という。）に業務が移行され、本事業についても機構が承継していくこととな

ったため、本事業の公告は機構が行うものである。 

第１ 本事業の検討経緯、基本理念 

福岡市は、市立病院として、「福岡市立こども病院・感染症センター（以下、「現こども病院」

という。）」及び「福岡市民病院」を運営しており、小児専門医療や地域に不足する高度医療な

ど、市民の医療ニーズに対応した医療の提供を行ってきた。 

現こども病院は、昭和５５年の開院以来、小児の高度専門医療機関として、福岡県内、九州各

地からも広く患者を受け入れるなど、全国の小児専門病院中でもトップクラスの医療の提供を行

ってきた。しかしながら、開院後３０年を迎える時期となり、老朽化や狭隘化などの問題が顕在

化し、本来の医療機能にも支障を来しかねない状況になりつつあり、昨今の医師不足の中、将来

にわたって優秀な医師を確保していくためにも、現こども病院の再整備は喫緊の課題となってい

る。 

また、近年の病院事業を取り巻く医療環境の変化により、市立病院に求められる役割や市が政

策的に取り組むべき医療分野も大きく変わってきており、また、市の財政状況もますます厳しさ

を増してきていることから、平成２０年１月に、現こども病院の機能のあり方など市立病院のあ

り方について「福岡市病院事業運営審議会」に諮問を行った。 

同審議会からの「新病院が担うべき医療機能の内容としては、小児医療、周産期医療、小児救

急医療とすること」という同年６月の答申を踏まえて、７月に整備場所を決定、１２月に「新病

院基本構想」を策定し、小児医療の更なる充実や、新たに周産期医療に取り組み、これからの次

代を担う子ども達のための病院づくりを進めていくこととしたものである。 

新たなこども病院（以下、「新病院」という。）では、現こども病院がこれまで謳い続けてき

た基本理念や共通概念のもとに、市が政策的に取り組むべき医療分野、即ち「小児・周産期医療」

を中心とした医療機能を有した病院の整備・運営を行う。新病院では安全・安心な医療を提供す

るとともに、自立した健全な病院経営を行い、更に、高度で専門的な医療を効率的に提供できる

ような諸室の配置や動線の工夫のほか、子どもの特性に合わせた空間づくり行うことを目指して

いる。 
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なお、今回、次項に掲げる業務を事業者に長期・包括的に委託することで、事業者が自らのノ

ウハウを最大限活用できる仕組みを導入し、建設・維持管理に係るコストの削減とサービスの質

の向上が同時に図られることを期待している。その実現のためには、事業契約に定められた全て

の業務を、事業者が責任と誠意を持って自ら、又は適切な企業に委託し、実施することが必要で

ある。 

また、事業者が新病院の使命を病院と共有し、直営・委託を問わず新病院において行われる医

療サービス及び医療支援サービス等の諸業務に病院が専念できる施設環境をつくり、それを継続

していくことを期待している。 

第２ 本事業の概要 

１. 入札公告日 

平成２２年５月１７日（月）  

２. 担当部局 

地方独立行政法人福岡市立病院機構 本部事務局 新病院整備課 

 

住所： 〒８１２－００２５ 福岡県福岡市博多区店屋町４－１ 冷泉ハープビル３階 

 

電話： ０９２－４０９－９００３  

ＦＡＸ：０９２－２６２－１２３５ 

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：fcho.seibi@fcho.jp  

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ：http://www.fcho.jp 

基本理念 

「すべての子ども達やご家族の健康と明るい未来を願い、時代にふさわしい病院を

めざします」 

基本概念 

「子ども中心の療養の場を確保し、支援を行う家族がストレスを感じない環境や医

療従事者が働きやすい環境づくり」 

医療運営基本方針 

○信頼と協調によりめざす，質

が高く安全な医療 

○どなたにも納得いただける

安心医療 

○主役は子ども，大人は力強い

支援者 

経営基本方針 

○健全な経営 

○「医療機能の充実」「患者満

足度の向上」「従事者満足度

の向上」「業績の向上」のバ

ランスのとれた経営 

施設基本方針 

○急性期医療の機能性を重視 

○患者・家族が過ごしやすく，

あたたかみのある療養環境

の提供 

○地震や将来の環境変化への

対応 
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３. 事業内容 

(1) 事業名称 

福岡市新病院整備等事業 

(2) 福岡市新病院整備等事業に供される公共施設等 

病院施設及び附帯施設（以下「本施設」という。） 

(3) 公共施設等の管理者 

地方独立行政法人福岡市立病院機構 

理事長 福重淳一郎 

 

(4) 事業実施場所 

福岡県福岡市東区香椎照葉５丁目２６番３９ 

(5) 事業方式 

本事業は、PFI 法に基づき、事業者が本施設の設計及び建設を行い、機構に施設の所有権

を移管した後、維持管理業務を行う方式（BTO:  Build- Transfer-Operate）により実施

する。 

(6) 業務内容 

事業者の主な業務は、以下のとおりである。より詳細な業務内容及び要求される水準につ

いては、添付１「要求水準書」を参照のこと。 

ア． 施設整備業務 

ア） 設計業務 

イ） 建設業務 

ウ） 工事監理業務 

イ． 建築物保守管理業務 

ウ． 設備保守管理業務 

エ． 清掃・衛生管理業務 

オ． 保安警備業務  

カ． 利便施設運営業務 

(7) 事業スケジュール 

事業期間は、事業契約締結日（平成２３年２月を予定）から平成４２年３月（平成４１年

４月～平成４２年３月までは引継期間）とし、その間のスケジュールは以下のとおりである。 

 

ア． 事業契約の締結      平成２３年２月  
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イ． 設計・建設・準備期間 平成２３年２月 ～平成２６年２月末 

ウ． 開院日        平成２６年３月１日 

エ． 維持管理期間       平成２６年３月１日～平成４１年３月末 

オ． 引継期間       平成４１年４月１日～平成４２年３月末 

４. 対象となる公共施設等の概要  

(1) 施設の立地条件 

施設の立地に関する基本的な条件は以下のとおりである。 

項目 概要 

(1)所在地 福岡県福岡市東区香椎照葉５丁目２６番３９ 

(2)敷地面積 約３５，０００㎡ 

(3)地域地区等 ア 用途地域：第二種住居地域 

イ 防火地域：指定なし 

ウ 建ぺい率：６０％ 

エ 容積率：３００％ 

オ 日影規制：あり 

カ その他：添付１「要求水準書」を参照のこと 

(2) 病床規模と機能 

ア． 病床規模  

２６０床 

（新病院の病床数については、現こども病院の一般病床１９０床に加えて特例病床

として４３床の増床の承認を受けている。残る２７床について今後、新病院開院ま

での間における医療環境や小児医療、周産期医療を取り巻く状況の変化を踏まえな

がら、検討・協議を進めていきたいと考えている。） 

イ． 診療部門構成 

参考２「新病院基本計画（案）」を参照のこと。 

(3) 施設規模 

基本的な施設構成については以下のとおりである。施設構成、規模、設計要件等の詳細に

ついては、参考２「新病院基本計画（案）」２章 整備基本計画及び添付１「要求水準書 」

第２ 施設整備業務を参照のこと。 

設置施設 概要 

(1) 病院施設 約２６，０００㎡ （駐車場は除く） 

(2) 附帯施設  

  保育所 約３００㎡ 

  ファミリーハウス（※） 敷地約２，０００㎡ 

(3) 駐車場 ４５０台（うち患者用は約３００台とする）

  ※ファミリーハウスの整備は PFI 事業の対象外であるが（整備・運営主体については

別途検討中）、提案にあたっては適切な位置に約２，０００㎡の敷地を確保した計
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画とすること。なお、ファミリーハウスに関する土地利用計画については、添付１

「要求水準書」第２施設整備業務 (１)総論を参照のこと。 

(4) 計画敷地の位置図、現況図 

本事業での計画敷地の位置図、現況図は、図１、２を参照のこと。 

第３ 応募者の参加資格要件 

１. 応募者の構成 

(1) 応募者の構成と定義 

応募者は、本事業を実施するために必要な能力を備えた法人（以下に定義する構成員及び

協力企業）で構成されるグループとする。なお、応募者を構成する法人は構成員、協力企業

のいずれかとし、各法人の定義は、以下のとおりとする。 

構成員 本事業を遂行するにあたって必要な業務の一部をＳＰＣから直接に受託・

請負し、かつＳＰＣに出資を行う法人 

協力企業 本事業を遂行するにあたって必要な業務の一部をＳＰＣから直接に受託・

請負するが、ＳＰＣには出資を行わない法人 

(2) 構成員・代表企業の選定 

応募者は、参加資格確認申請書類の提出時に、構成員を明示するものとする。 

また、構成員の中で応募手続きを行い、機構との対応窓口となる１法人（以下「代表企業」

という。）についても明らかにしなければならない。 

(3) 代表企業の責任 

代表企業は、各業務で求められている役割及び機能を提供するにあたって、本事業全体に

ついての総合的な調整能力を有する者を統括責任者として、事業契約締結後速やかに任命、

配置すること。統括責任者の常勤は義務づけないが、非常勤の場合は、常勤する業務従事者

を統括責任者代行として任命するとともに、非常時等には統括責任者へ即時連絡が取れる体

制をとること。 

また、代表企業は提案責任者として初期の業務遂行体制の構築を支援するだけでなく、契

約期間中を通して確実な業務遂行体制を維持する責任を持つこととする。 

なお、統括責任者は、やむを得ないと機構が認めた場合を除き、少なくとも開院後１年間

は変更がないようにすること。なお、統括責任者が一部の業務についての業務責任者を兼務

することは、当初に提案を行った場合でかつ業務の適切な実施に支障がないと機構が認めた

場合のみ認められる。さらに統括責任者の変更は、業務に支障がない範囲で行うことを原則

とし、かつ、一定の引継ぎ期間を設けるなど工夫をすること。 
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(4) 構成員・協力企業の名称の明示 

設計業務、建設業務、工事監理業務を行う構成員・協力企業は、参加資格確認申請書類に

おいてその名称を明らかにしなければならない。 

また、建築物保守管理業務、設備保守管理業務、清掃・衛生管理業務、保安警備業務につ

いても、提案書において、それを行う主たる企業名を明記すること。 

(5) 複数業務の実施 

応募者の構成員又は協力企業が、複数の業務を兼ねて実施することは妨げないが、建設業

務と工事監理業務を同一の者、又は資本面若しくは人事面において密接な関連のある者が兼

ねてはならない。 

なお、「資本面において密接な関連のある者」とは、当該企業の発行済株式総数の１００

分の５０を超える議決権を有し、又はその出資の総額の１００分５０を超える出資をしてい

る者をいい、「人事面において密接な関連のある者」とは、当該企業の役員を兼ねている場

合をいう。 

(6) 複数応募の禁止 

設計業務・建設業務・工事監理業務（以下「特定業務」という。）を担当する企業と資本

面若しくは人事面において密接な関係のある者は、他の応募者の構成員又は協力企業になる

ことはできない。 

応募者の代表企業と資本面若しくは人事面において密接な関連のある者は、他の応募者の

構成員又は協力企業になることはできない。 

ただし、応募者の積極的な参加を促す観点から、前２段の条件に抵触しない限り、応募者

の協力企業が、他の応募者の協力企業を兼ねることは可能とする。 

(7) 応募者の変更及び追加 

応募者の構成員及び参加資格確認申請書類において、明示が義務付けられている者の変更

及び追加は、２(2)エの場合又は特別の事情がありやむを得ないと機構が認めた場合を除き、

原則として認めない。 

２. 応募者の参加資格要件 

応募者は、次の(1)及び(2)で規定する参加資格要件を、参加資格確認書類の提出期間の最終

日（以下「参加資格確認基準日」という。）に満たしていなければならず、当該要件を満たし

ていない応募者の応募は認めないものとする。 

(1) 共通の参加資格要件 

ア． 地方独立行政法人福岡市立病院機構契約規程第２条の規定に該当しない者であるこ

と。 

イ． 公告日から落札者決定日までの間に、福岡市競争入札参加停止等措置要領に基づく競
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争入札参加停止の措置を受けていない者又は措置要件に該当していない者であるこ

と。 

ウ． 破産法（大正１１年法律第７１号）に基づき破産手続き開始の申立がなされていない

者であること。 

エ． 会社更生法（昭和２７年法律第１７２号）に基づき更生手続き開始の申立がなされて

いない者であること。 

オ． 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続き開始の申立がなされて

いない者であること。 

カ． 会社法（平成１８年法律第６６号）に基づき会社の特別清算の申立がなされていない

者であること。 

キ． 最近２年間の法人税、消費税及び地方消費税、法人事業税、福岡市税を滞納していな

い者であること。 

ク． 機構が本事業についてアドバイザー業務を委託した以下の者（以下、「アドバイザー」

という。）又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者ではないこ

と。 

・プライスウォーターハウスクーパース株式会社 

・株式会社システム環境研究所 

・株式会社梓設計 

・アンダーソン・毛利・友常法律事務所 

ケ． 有識者委員会の委員若しくは委員が属する企業と資本面若しくは人事面において関

連がある者ではないこと。 

(2) 個別参加資格要件 

以下ア．からウ．の業務を担当する企業は、それぞれの項に記載した条件を満たしている

こと。 

なお、平成２１・２２年度「福岡市競争入札有資格者名簿」に登載されていない者は、競

争入札参加資格審査申請を財政局財政部契約課に申請を行えば当該審査を行う。 

ア． 設計業務 

ア） 平成２１・２２年度「福岡市競争入札有資格者名簿（委託：建築設計）」に登

載されていること。 

イ） 建築士法（昭和２５ 年法律第２０２ 号）第２３ 条第１ 項の規定により、一級

建築士事務所の登録を受けた者であること。 

ウ） 一般病床 200 床以上かつ 3 室以上の手術室を有する病院及び免震構造の建物

（病院建物に限らない）の設計業務を主契約者として受注した実績を有してお

り、かつそれらは平成１２年４ 月１ 日から参加資格確認基準日までの間に受注

し、設計が完了し、着工していること。 
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エ） なお、その受託実績が共同企業体案件の場合は、その実績は当該共同企業体の

構成員の中で最大の出資比率を有するものであること。 

イ． 建設業務 

ア） 平成２１・２２年度「福岡市競争入札有資格者名簿（工事：建築）」に登載さ

れており、建築Ａ等級の格付の認定を受けているか、又は、建設業法（昭和２

４ 年法律第１００ 号）第２７ 条の２３ 第１ 項に定める経営事項審査において、

直近かつ有効な建築一式の総合評定値が１，０9０ 点以上であること（福岡市

競争入札有資格者名簿に建築で登載された者は除く。）。 

イ） 建設業法（昭和２４ 年法律第１００ 号）第３ 条第１ 項に基づく特定建設業の

許可を受けていること。 

ウ） 一般病床 200 床以上かつ 3 室以上の手術室を有する病院及び免震構造の建物

（病院建物に限らない）を施工した実績を有しており、かつそれらは平成１２

年４ 月１ 日から参加資格確認基準日までの間に完成していること。 

エ） なお、その施工実績が共同企業体案件の場合は、その実績は当該共同企業体の

構成員の中で最大の出資比率を有するものであること。 

ウ． 工事監理業務 

ア） 平成２１・２２年度「福岡市競争入札有資格者名簿（委託：建築設計）」に登

載されていること。 

イ） 建築士法（昭和２５ 年法律第２０２ 号）第２３ 条第１ 項の規定により、一級

建築士事務所の登録を受けた者であること。 

ウ） 一般病床 200 床以上かつ 3 室以上の手術室を有する病院及び免震構造の建物

（病院建物に限らない）の工事監理業務を主契約者として受注した実績を有し

ており、かつそれらは平成１２年４ 月１ 日から参加資格確認基準日までの間に

完成していること。 

エ． 参加資格の喪失 

応募者が、参加資格確認通知日から落札者決定までの間に、参加資格要件を満た

さなくなった場合は、原則として当該応募者の参加資格を取り消すものとする。 

ただし、以下の場合は引き続き有効とする。 

なお、落札者決定から事業契約締結までの間に、参加資格要件を満たさなくなっ

た場合についても、参加資格を取り消すことはあり得る。 

ア） 参加資格確認通知日から提案提出日の前日までに参加資格を喪失した場合 

応募者の構成員又は資格審査確認申請書類に名前を明記した協力企業（以下「応

募法人」という。）のうち、１ないし複数の法人が参加資格を喪失した場合にお

いて、参加資格を喪失しなかった法人（以下、「残存法人」という。）のみ又は

参加資格を喪失した法人（以下「喪失法人」という。）と同等の能力・実績を持

つ新たな法人を構成員または協力企業として加えたうえで、応募者の再編成を提

案提出日の前日までに機構に申請し、機構が認めた場合。但し、残存法人のみで

応募者の再編成を機構に申請する場合、当該残存法人のみで本実施方針に定める

応募者の参加資格要件を満たしていることが必要である。なお、当該申請では、
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喪失法人が行う予定であった業務を代替する法人の特定や、喪失法人が代表企業

であった場合の新たな代表企業の特定も行うこととする。 

イ） 提案提出日から落札者決定日までに参加資格を喪失した場合 

ア）と同様とする。但し、応募法人の内、代表企業が参加資格要件を喪失した

場合は、当該応募者の参加資格を取り消すものとする。 

(3) その他の留意事項 

応募者の構成員及び協力企業は、落札者の決定までに、本入札を有利に進めることを目的

として、アドバイザーに対し、提案作成に関して協力要請をするなどの働きかけを行っては

ならない。 

第４ 事業者の募集及び選定について 

１. 事業者の募集及び選定の方法 

本事業は、施設整備、維持管理段階の各業務において、事業者の幅広い能力・ノウハウを活

用した効率的・効果的なサービスの提供を求めるものである。このため、金額だけではなく、

提案の優劣・具体性・実現性、業務を統括管理する能力、諸業務を実行する能力等を総合的に

評価することにより、事業者を選定する。 

本事業は「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７ 年政

令第３７２号）」が適用される WTO 政府調達協定の対象事業を承継するものであることから

総合評価一般競争入札方式を採用する。 

２. 有識者委員会 

機構は、学識経験者等で構成する有識者委員会を設置し、提案審査を行うものとする。有識

者委員会の構成は以下のとおりである。 

委員長 山内 弘隆 一橋大学大学院商学研究科教授 

副委員長 佐藤 優 九州大学大学院芸術工学研究院教授 

 尾首 睦美 福岡大学医学部看護学科教授 

 中山 茂樹 千葉大学大学院工学研究科建築・都市科学教授 

 舟谷 文男 
社会福祉法人恩賜財団済生会八幡総合病院 

地域・在宅医療支援センター長 

 細谷 亮太 
聖路加国際病院副院長兼小児総合医療センター長 

聖路加看護大学臨床教授 

 福重 淳一郎 福岡市立こども病院・感染症センター 院長 
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なお、応募者の構成員及び協力企業が、落札者の決定までに、有識者委員会の委員に対し、

本事業に関連して一切の接触等の働きかけを行った場合は失格とする。 

３. 選定の手順及びスケジュール 

選定にあたっての手順、及びスケジュールは以下のとおりとする。 

日 程 内  容 

平成２２年５月１７日（月） 入札公告 

平成２２年５月２４日（月）～5 月２８日（金） 入札説明書等に関する質問の受付（第１回） 

平成２２年６月１１日（金） 入札説明書等に関する質問の回答（第１回） 

平成２２年６月１５日（火）～８月３１日（火）

参加資格確認申請書類の提出受付（随時受付） 

※ 参加資格確認通知は、参加資格確認受付後 5

営業日以内に行う 

※ なお、参加資格確認通知後 5 営業日以内に追

加資料の開示を行う 

平成２２年７月～１０月１３日（水） 

 

提案に係る官民対話の実施 

※ 応募者ごとに最大３回の対話を行う。対話の

日程については、応募者との協議のうえ決定

する。 

（例）6 月３０日までに参加資格確認通知をした

場合、7 月中に 1 回、8 月中に１回、９月中に

１回の対話を行う。 

平成２２年７月１２日（月）～７月１６日（金） 入札説明書等に関する質問の受付（第２回） 

平成２２年７月３０日（金） 入札説明書等に関する質問の回答（第２回） 

平成２２年８月２３日（月）～８月２７日（金） 入札説明書等に関する質問の受付（第３回） 

平成２２年９月１０日（金） 入札説明書等に関する質問の回答（第３回） 

平成２２年１０月１８日（月）～１０月２０日（水） 提案書の受付 

平成２２年１２月２２日（水） 落札者の決定 

平成２２年１２月下旬 基本協定の締結 

平成２３年２月下旬 事業契約の締結 

 

４. 入札手続き等 

審査は、資格審査と提案審査の二段階に分けて実施する。 

(1) 入札説明書等の構成 

本入札説明書に併せて公表する以下の資料は、本入札説明書と一体の資料とし、これらの

全資料を含めて「入札説明書等」と定義する。 

添付１   要求水準書 

添付１－１ 諸室リスト 

添付１－２ モニタリング方法とパフォーマンスパラメーター（業務評価基準）及びその

ＰＦＩ事業費支払い等への反映について 

添付１－３ PP 表 

添付２   落札者決定基準 
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添付３   基本協定書（案） 

添付４   事業契約書（案） 

添付５   様式集・記載要領 

入札説明書等は、応募者が入札書類を作成する前提条件であり、事業契約締結時に契約関

係当事者を拘束する要件となるものである。 

また、入札説明書等に対する質問・回答及び入札公告以降に機構が本事業の入札に係り公

表若しくは配布する一切の資料も、特段の定めがない限り、入札説明書等の一部を構成する

ものであり、同等の効力を有するものとする。 

なお、以下の既公表資料も、入札説明書等の一部を構成するものとする。ただし、入札公

告以降に公表した資料と既公表資料に相違がある場合には、入札公告以降に公表した資料の

内容が優先するものとする。 

平成２１年１０月２８日公表「旧実施方針（Ｈ２１.３.２６公表）に対する Q&A」 

平成２１年１２月１８日公表「実施方針等に関する質問・回答」 

平成２２年３月１日公表「入札説明書等に関する質問・回答（第１回）」 

(2) 入札説明書等及び参考資料の公表 

機構は、(1)で示した入札説明書等及び参考資料を、以下のとおり公表する。 

ア． 公表方法： 機構ホームページにて公表 

イ． 公表日 ： 平成２２年５月１７日（月） 

なお、参考資料のうちこども病院年報は、希望者に無償で配布を行う。希望する者は、様

式１-３「資料配布申込書」に記入の上、８月３１日までに担当部局に提出すること。 

(3) 入札説明書等に関する説明会 

入札説明書等に関する説明会は行わない。ただし、今回見直しを行った入札説明書等に関

する説明資料を機構のホームページにおいて公表する。 

 

(4) 入札説明書等に関する質問の受付、質問等への回答の公表 

機構は、以下のとおり、入札説明書等について質問を受け付け、質問に対する回答を公表

する。質問回答は以下の日程で３回行う。 

ア． 受付期間 

第１回：平成２２年５月２４日（月）～5 月２８日（金）１７：００まで 

  

第２回：平成２２年７月１2 日（月）～７月１６日（金）１７：００まで 

 

第３回：平成２２年８月２３日（月）～８月２７日（金）１７：００まで 

 

イ． 提出方法 

電子メールの添付ファイルにて送付 
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ウ． 提出書類 

様式１-１「入札説明書等に関する質問書 提出届」 

様式１-２「入札説明書等に関する質問書」 

エ． 入札説明書等に関する質問の取扱い 

入札説明書に関する質問及び質問に対する回答は、質問者の特殊な技術、ノウハウ等

に係る質問者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると機構が認

めるものを除き、以下の日までに機構のホームページにおいて公表する。ただし、質問

者名は公表しない。また、入札説明書等の内容を明確にするため、機構が補足して質問･

回答を加えることがある。 

第１回：平成２２年６月１１日（金） 

第２回：平成２２年７月３０日（金） 

第３回：平成２２年９月１０日（金） 

 

(5) 資格審査 

ア． 参加資格確認申請の受付 

本事業の応募者に第３応募者の参加資格要件に掲げる参加資格要件があることを確認

するため、機構は、以下のとおり参加資格確認申請書類及び資格審査に必要な書類の提

出を求める。なお、受付は「ア）提出期間」において随時、受付を行うものとする。 

ア） 提出期間 

平成２２年６月１５日（火）～８月３１日（火）１７：００必着 

 

受付時間：９：００～１２：００、１３：００～１７：００（平日のみ） 

イ） 提出場所 

担当部局 

ウ） 提出方法 

持参、郵送又は託送（郵送及び託送の場合は配達記録が残るものに限る。）するこ

と。 

エ） 提出書類 

「様式集・記載要領」に示す「参加資格確認申請書類」様式一式 １部 

 
イ． 参加資格確認通知の発送・公表 

資格審査の結果は、参加資格確認受付後 5 営業日以内に、参加資格があると認められ

た者に対して受付コードを記載した参加資格確認通知の送付により通知する。 

なお、公表は落札者の決定後に行うものとする。 
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ウ． 欠格とされた者に対する理由の説明 

資格審査の結果、欠格とされた者は、機構に対して欠格とされた理由について、説明

を求めることができる。機構は、以下の要領で説明を求められたとき、説明を求めた者

に対し書面により回答する。 

ア） 受付期間 

参加資格結果通知受領後、３０日後の１７：００まで 

 

イ） 受付場所 

担当部局 

ウ） 提出方法 

電子メールの添付ファイルにて送付（様式は任意） 

(6) 参加資格確認された応募者との守秘義務誓約書の提出と追加資料の開示 

機構は、資格審査を経て参加資格があると認められた者（以下、「資格審査通過者」とい

う。）に対し、追加資料の開示を行う。現時点で予定する追加資料は、以下のとおりである。 

・ 運用フロー 

・ 大型医療機器等調達リスト 

・ 医療機器現有品リスト 

・ 家具・什器備品等調達リスト 

・ 厨房機器リスト 

・ 防災マニュアル 

・ 院内感染対策マニュアル 

・ 見舞客の受付基準・受入時間 

・ エネルギー使用量データ 

・ 消耗品購入実績 

・ 廃棄物関係 

・ 環境測定 

・ 避難・保安・防災訓練等の実施内容（実施方法・回数・参加者） 

・ 患者の声 

・ 内視鏡検査の種類別実績 

・ 現病院の安全管理指針 

・ RI 検査に使用する核種と使用量 

・ 洗濯物の実績数（現病院の処理数） 

・ 対話方法 
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(7) 提案に係る対話の実施 

本事業において、応募者が求められている提案は、事業計画、施設計画、維持管理計画と

幅広く、これらの作成に要する応募者の労力及びコストは多大なものである。また、契約以

降の業務を円滑に進めるためには予め明確にしておくべき事項も多いと認識している。 

機構は以下のとおり応募者と対話を行い、機構側と応募者側が事業の要件についての理解

を共有し、双方が納得の出来る提案の実現を目指す。なお、第１回個別対話時に病院見学会

を併せて行うことを予定している。 

・応募者ごとに最大３回の対話を行う。対話の日程については、応募者との協議のうえ

決定する。 

（例）6 月３０日までに参加資格確認通知をした場合： 

7 月中に 1 回、8 月中に１回、９月中に１回の対話を行う。 

 

 

具体的な方法は資格審査通過者に対して通知する。なお、対話の内容は書面にて記録を行

い、入札説明書等の一部を構成し、同等の効力を有するものとする。 

(8) 提案審査 

ア． 提案書の受付 

ア） 提出期間 

平成２２年１０月１８日（月）～１０月２０日（水）１７：００必着 

 

イ） 提出場所 

担当部局 

ウ） 提出方法 

持参、郵送又は託送（郵送及び託送の場合は配達記録が残るものに限る。）するこ

と。 

エ） 提出書類 

「様式集・記載要領」に示す「入札書等」様式一式   １部 

「様式集・記載要領」に示す「提案書」様式一式   ３０部 

（以下、上記をまとめて「入札提案書類」という。） 

 

イ． 提案審査 

提案審査は、添付２「落札者決定基準」のとおり、基礎審査及び加点審査により行う。

提案書の審査にあたっては、全応募者に対して個別ヒアリングを行うことを予定してい

る。 

 

ウ． 選定結果の通知・公表 

審査及び選定の結果については、落札者の決定後速やかに応募者に通知するとともに

公表する。なお、機構は事業者の募集、審査及び落札者の決定において、応募者がいな
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い等の理由により、本事業をＰＦＩ事業として実施することが適当でないと判断した場

合には、特定事業の選定を取り消すこととし、この旨を速やかに公表する。 

(9) 入札の辞退 

資格審査通過者は、提案書の受付まで随時入札を辞退することができる。入札を辞退する

場合は、様式２－１２「入札辞退届」を担当部局に提出すること。 

５. 本事業の予定価格 

本事業の予定価格は、１６，５７９，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含まな

い。）とする。消費税及び地方消費税を加えた額は、１７，３９４，４０４，０００円を超

えないこと。なお、算定根拠は公表しない。 

 

６. 入札に係る提出書類の取扱い 

(1) 著作権、特許権等 

応募者から提出された提案書の著作権は、応募者に帰属する。ただし、本事業において公

表が必要な場合、その他機構が必要と認めるときには、機構は、提案書の全部又は一部を無

償で使用できるものとし、応募者はこれに同意するものとする。特許権等提案内容に含まれ

る特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権

利の対象となっている事業手法、工事材料、施工方法、維持管理方法等を使用した結果生じ

た責任は、すべて当該提案を行った応募者が負うものとする。 

(2) 入札提案書類の変更等の禁止 

入札提案書類の変更、差し替え又は再提出は原則認めない。 

第５ 事業契約に関する事項 

１. 基本協定の締結 

機構と落札者は、入札説明書等及び提案書に基づき基本協定を締結する。この基本協定の

締結により、落札者を事業予定者とする。 

２. ＳＰＣの設立 

落札者は、その構成員からの出資により、事業契約締結までに「会社法」（平成１７年法

第８６号）に定める株式会社として特別目的会社（以下、「ＳＰＣ」という。）を設立し、

落札者の構成員は、当該会社に対して出資するものとする。構成員全体の出資比率の合計は、
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発行済株式の総数の５０％を超えるものとし、かつ代表企業の出資比率は出資者中最大とな

るものとする。なお、ＳＰＣは福岡市内に設立するものとする。 

ＳＰＣはその資本金が本事業を安定的に実施するのに十分な額である閉鎖会社であり、取

締役会及び監査役を設置する株式会社でなくてはならない。 

構成員は、事業契約が終了するまで、機構の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲

渡、担保権等の設定その他の一切の処分を行ってはならない。 

３. 事業契約の締結 

機構と事業予定者は、基本協定に基づいて事業実施の詳細条件を協議、調整し、事業予定

者の設立したＳＰＣと事業契約を締結する。 

４. 保証金 

(1) 入札保証金 

入札保証金は免除する。 

(2) 契約保証金 

契約保証金は、次のとおりとする。 

・本契約の締結日から開院準備期間開始日：施設整備費元本額に１００分の１０５を乗じ

た金額の１００分の１０以上の金額 

・開院準備期間及び維持管理期間：５千万円以上の金額 

・引継期間：５千万円以上の金額 

但し、以下の条件を充足する場合免除する。 

ア． 本契約の締結日から開院準備期間開始日 

事業者が、施設整備費元本額に１００分の１０５を乗じた金額の１００分の１

０ 以上の金額について、機構を被保険者とする履行保証保険契約を締結するか、

事業契約書に規定する違約金の支払いを担保するため、違約金担保措置を講じる

こと。 

イ． 開院準備期間及び維持管理期間 

事業者が、５千万円以上の保険金額にて、機構を被保険者とする履行保証保険

契約を締結するか、事業契約書に規定する違約金の支払いを担保するため、違約

金担保措置を講じること。 

ウ． 引継期間 

事業者が、５千万円以上の保険金額にて、機構を被保険者とする履行保証保険

契約を締結するか、事業契約書に規定する違約金の支払いを担保するため、違約

金担保措置を講じること。 
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なお、違約金担保措置とは、ア．にあっては施設整備費元本額に１００分の１０５を

乗じた金額の１００分の１０以上の金額、イ．にあっては５千万円以上、ウ．にあって

は５千万円以上を、各被保証債権額とした、次のいずれかの保証をいうものとする。 

・ 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和２７年法律第１８４号)第２条第４項

に規定する保証事業会社の保証。 

・ 銀行、保険会社その他の金融機関（以下｢銀行等｣という。）の保証。ただし、保証

を差し入れる銀行等は、当該保証差入時点において、企業内容等の開示に関する内

閣府令(昭和４８ 年１ 月３０ 日大蔵省令第５ 号)第１ 条第１３ 号の２ に規定する

指定格付機関の少なくとも一つより、最上位から６ 番目以内に位置する長期債に関

する格付を取得していることを要する。 

第６ その他本事業の実施に関し必要な事項 

１. 債務負担について 

新病院整備等事業の債務負担については、機構の中期計画において「中期目標の期間を超え

る債務負担」として規定し、市の認可を受けている。なお、これは平成２１年９月福岡市議会

定例会にて可決された債務負担設定の趣旨を引き継ぐものである。 

２. 対価の支払い方法 

機構が事業者に対して支払うサービス対価は、添付４「事業契約書（案）」別紙１１を参照

のこと。 

３. 土地の使用に関する事項  

事業者は、計画敷地内の土地について、本事業の整備・運営に必要な範囲において、事業契

約締結から施設引渡し日まで、無償で使用することができる。 

４. 直接協定の締結  

金融機関等からの融資がある場合は、機構と融資予定者は、事業契約及び融資契約の内容に

ついて協議・調整し、直接協定（ダイレクト・アグリーメント）を締結する。 

第７ その他 

１. 提案に伴う費用負担 

提案に伴う費用については、すべて応募者の負担とする。 
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２. 提案に係る言語等 

本事業の入札手続きに係る提案書類、質疑、審査等において、用いる言語は日本語、通貨は

円、単位はメートル法による。本説明書に関して用いる日時は、日本標準時とする。 

３. 苦情の申し立て 

本事業の入札手続きに関し、「福岡市特定調達契約に係る苦情の処理手続に関する要綱」（平

成８年８月８日福岡市・福岡市水道局・福岡市交通局告示第１号）の例により、担当部局に対

して苦情を申し立てることができる。 

４. 情報提供 

本事業に係る情報提供は、適宜、機構のホームページにて行う。 


